
Ｑ 1
助成対象となるリフォーム⼯事の内容はどの
ような⼯事ですか？

Ａ 1
住宅に関する⼯事が対象となります。
燕市ホームページ内の「対象⼯事⼀覧」でご
確認ください。

Ｑ 2
令和3年3⽉31⽇以前に着⼿した⼯事も助成対
象になりますか？

Ａ 2
申込通知以前の⼯事は、助成対象になりませ
ん。

Ｑ 3 着⼿前写真を撮り忘れた場合は？ Ａ 3
助成申請者および登録施⼯業者連名の確約書
を提出願います。

Ｑ 4
令和4年1⽉28⽇までに助成申請ができないと
きは？

Ａ 4 助成対象外になります。

Ｑ 5 申込の⼯事を延期または中⽌する場合は？ Ａ 5 営繕建築課建築指導係にご連絡ください。

Ｑ 6 増築⼯事も助成対象になりますか？ Ａ 6
10㎡以下の増築は対象ですが、10㎡を超える
ものは対象外です。

Ｑ 7
10㎡を超える増築でリフォーム⼯事をともな
うものは？

Ａ 7
増築部分は対象外ですが、リフォーム⼯事部
分は対象となります。

Ｑ 8 施⼯中の業者の変更はできますか？ Ａ 8 登録施⼯業者への変更は可能です。

Ｑ 9 申込者を変更できますか？ Ａ 9 営繕建築課建築指導係にご相談ください。

Ｑ 10 ⼯種ごとの分割発注はできますか？ Ａ 10
できます。申請者が取りまとめの上、申請を
お願いします。（登録施⼯業者以外の⼯事
は、対象外です。）

Ｑ 11 仮設⼯事の取り扱いは？ Ａ 11
リフォーム⼯事に必要な仮設⼯事等は、対象
に含みます。

Ｑ 12 申請書添付書類の⼯事内訳書について？ Ａ 12
⾒積書や請求書と相違がなければ⾒積書また
は請求書でも可能です。

Ｑ 13
申請書添付書類で⼯事図⾯が必要な場合と
は？

Ａ 13
申請書に添付する⼯事内訳書等に助成対象外
⼯事が含まれている場合に必要です。

Ｑ 14 申請書添付書類の⼯事証明書とは？ Ａ 14
市の書式です。
（登録施⼯業者が記⼊してください）

Ｑ 15 申請してから⼊⾦されるまでの期間は？ Ａ 15
申請後に職員が現地確認作業を⾏い、その
後、おおむね３週間程度になります。

Ｑ 16 併⽤住宅も助成対象になりますか？ Ａ 16
併⽤住宅の場合、住宅部分と⼀括発注の場合
は店舗等の部分も対象になります。（店舗等
の併⽤部分のみの⼯事は対象外）

Ｑ 17
⾬漏り等で緊急に⼯事を⾏う場合の取り扱い
は？

Ａ 17
申込通知以前の⼯事は助成対象になりませ
ん。お急ぎの場合は営繕建築課建築指導係に
ご相談ください。

Ｑ 18 空き家・貸家も助成対象になりますか？ Ａ 18
⼾建住宅の場合は空き家・貸家も対象になり
ます

Ｑ 19 ⻑屋等も助成対象になりますか？ Ａ 19
⻑屋等の所有者または３親等以内の親族が現
に住んでいる必要があります
（共⽤部分は対象外です）

Ｑ 20
申込時の⾒積より⾦額が変更になる場合、助
成額も変わりますか？

Ａ 20
減額の場合、変更後の内容で助成額を決定し
ますが、増⼯があっても増額はできません。
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※随時項⽬を追加等する場合があります。 1/1 令和３年４⽉１⽇現在


